
公表日 令和５年１月２３日 

案件ごとの入札情報 

 

Ｒ４ ‐ 公募型指名競争入札 

公募番号  第 5041000292 号 
交通政策課 

本案件は施工実績登録の対象案件です。 
次により、公募型指名競争入札を行いますので、地方自治法、同法施行令、高松市契約

規則、高松市電子入札運用基準等関係規程（公募型指名競争入札の注意事項（電子入札案

件用）及び契約監理課ホームページに掲載されている最新の「入札制度に関する質問及び

回答」を含む。）並びに契約約款その他指示事項を遵守の上、入札参加希望者は「かがわ電

子入札システム」（以下「電子入札システム」という。）により参加申請書を提出してくだ

さい。なお、提出された書類は、指名業者選定に当たっての参考資料であり、参加申請書

の受信が直ちに指名につながるものではありません。 

 

１ 工事名 ことでん新駅（太田～仏生山駅間）駅前広場造成工事 

２ 工事場所 高松市多肥上町地内 

３ 工事の種類 土木一式工事 

４ 工事概要 施工延長 ５０．０ｍ、道路土工 一式、構造物撤去工 一式、擁壁工 一式（重

力式擁壁 ５０ｍ）、仮設工 一式 

５ 工期 契約締結日から令和５年３月３１日まで ※工期延長予定 

６ 予定価格 

（税抜き価格） 

予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がある場合に開

札後に公表する。 

７ 最低制限価格 

（税抜き価格） 

設定する。 

最低制限価格は、次の計算式により算定し、予定価格の公表時に公表する。 

予定価格（税抜き価格）×最低制限価格率 （千円未満切り捨て） 

８ 工事の保証期間 しゅん工の日から向２年間 

９ 入札保証金 要しない 

１０ 契約保証金 要する（ただし、契約金額の１０/１００以上の額とする。） 

１１ 支払の条件 （１）前金払   有り（市前金規則要件に該当するものは、中間前金払を含む。） 

（２）部分払   無し 

（３）しゅん工払 有り 

１２ 入札参加条件 （１）申請日現在、当該業種において高松市の建設工事競争入札参加資格者名簿に

登載されて連続して２年を経過している市内企業（市内企業及び準市内企業の

定義は、高松市公募型指名競争入札実施マニュアル運用基準による。）である

こと。なお、契約工期の２週間前までに現場作業を完了すること。 

（２）高松市指名停止等措置要綱に基づく指名停止期間中でないこと。 

（３）令和４年度における土木一式工事の格付けＢ又はＣの者 

（４）当該工事に対応する建設業法の許可業種について、特定建設業の許可 不要 

（５）過去１５年以内（下請実績の場合は７年以内）にしゅん工した次の施工実績

（主体工事に限る）を有すること（発注機関は高松市公募型指名競争入札実施

マニュアル運用基準に記載のものに限る。）。 



土木一式工事（現場でのコンクリート打設工事を含むこと。）で、契約金額

３００万円以上の施工実績を有すること。 

〔この契約金額（設計変更は変更後契約金額）は、消費税及び地方消費税を除

いた金額をいう。また、施工実績には、共同企業体方式での受注実績（出資

比率相当分）及び契約監理課経由分の随意契約の工事実績を含む。〕 

（６）工事に対応する資格を有する主任技術者を施工現場に配置できること。なお、

当該技術者を専任が必要な工事と兼務させる場合には、落札決定後速やかに主

任技術者兼務届を提出すること。 

（７）入札参加申請書の提出期限日、指名通知及び開札のいずれの時点においても、

高松市（契約監理課経由分に限る。）が発注した予定価格１３０万円を超える

工事（随意契約に係るものを除く。以下「対象工事」という。）の手持件数及

び高松市病院局が発注した対象工事の手持件数の合計が２以下であること（次

の日は終日手持件数に算入し、イ及びウの日はその翌日に手持件数から除外す

る。）。 

ア 落札者（入札後審査型制限付き一般競争入札にあっては、落札候補者）と

なった日 

イ しゅん工検査に合格した日 

ウ 落札候補者となった後の入札参加資格の確認で入札参加資格を有しない

として高松市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領第１４条第５項

の通知をした日 

（８）入札参加有資格者が入札までに入札条件を満たさなくなったときは、入札に

参加できない。 

１３ 入札参加申請 入札参加を希望する者は、参加申請書及び実績調書（指定用紙）を電子入札シ

ステムにより送信すること。 

 添付資料については、施工実績登録をしていない場合は、原則として、電子フ

ァイルとして電子入札システムにより提出するものとするが、紙による添付資料

のＦＡＸ又は持参も可とする。この場合には、電子ファイルとして添付する実績

調書に提出方法を表示することとし、また、施工実績登録をしている者で、同登

録制度を利用する場合においても、同様とする。 

ＦＡＸ又は持参する場合の提出書類 

・電子入札システムによる参加申込書の写し 

・電子入札システムに添付した実績調書の写し 

・契約書、施工証明書、コリンズの竣工時登録内容確認書等の添付資料 

（添付資料受付専用ＦＡＸ番号 ０８７－８３９－２５３７） 

１４ 参加申請書提

出期間 
令和５年１月２３日（月）から令和５年１月２７日（金）正午必着 

１５ 入札参加資格

の決定 

入札参加資格の有無について、令和５年１月３１日（火）までに電子入札シス

テムにて連絡する。指名した者には、入札通知書を送信し、指名しなかった者に

は、その理由を送信する。なお、非指名理由に係る苦情及び再苦情の申立てに関

しては、高松市工事等の入札及び契約の過程並びに指名停止等措置に係る苦情処

理手続要領の定めるところによる。 

１６ 現場説明 実施しない。なお、設計図書については、電子入札システムを利用し、閲覧及

びダウンロードができる。 

１７ 質問及び回答 本工事内容に質問がある場合は、ＦＡＸで令和５年２月１日（水）正午までに

質問書を交通政策課（ＦＡＸ ８３９－２４９１）に提出すること。質問書受領後

速やかに質問書提出者に回答し、質問及びこれに対する回答の全件を次のとおり

閲覧に供する。なお、質問及びこれに対する回答が閲覧に供された場合は、設計



図書等同様、これを熟知の上入札しなければならない。 

（１）閲覧期間 

令和５年２月２日（木）から令和５年２月１０日（金）まで 

（市役所閉庁日を除く。） 

（２）閲覧時間 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（閲覧初日に限り、午後１時までに閲覧開始） 

（３）閲覧場所 交通政策課 

１８ 入札方法等 （１）入札書等の提出方法 電子入札システムによる。 

（２）入札書等の提出期間 

令和５年２月４日（土）から令和５年２月１０日（金）午後５時まで 

１９ 提出するもの 入札書、積算内訳書 

２０ 積算内訳書確

認日 
令和５年２月１３日（月） 

２１ 入札（開札）日  令和５年２月１４日（火） 

２２ 入札（開札）場

所 
高松市役所８階入札室にて 

２３ 開札の立会い 原則として、入札者の立会いは求めない。 

２４ その他 （１）落札者が契約までに入札条件を満たさなくなった場合は、契約を締結しない。 

（２）落札の結果、当該工事が他の工事と隣接工事の条件に該当する場合は、契約

後、原則としてすべての諸経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）を対

象として調整を実施する。 

（３）「５ 工期」の項において、「※工期延長予定」とは、本工事は工期１３０日

を見込んでおり、予算繰越に係る市議会の議決のほか、必要に応じ国・県の補

助金等の繰越に係る所要の手続を経た後、令和５年６月２９日を工期末とする

工期延長を行う予定であることをいう。 

（４）本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル

法）の対象工事である。 

（５）重力式擁壁施工時の掘削幅は１．５ｍを超えないこと。また、重力式擁壁の

掘削時には市文化財課職員による工事立会を受けるものとする。工事立会を受

けるに当たって、受注者は工事立会の予定日をあらかじめ監督員に報告するこ

と。 

（６）使用約款 高松市工事請負契約約款及び高松市工事請負契約約款の特則（一

般用） 
 


